
１
【
級
】
役
職
段
階

１
級＝

講
師
・
助
教
諭
な
ど

２
級＝

正
規
の
教
職
員

３
級＝

主
務
教
諭
（
４
月
か
ら
、

発
令
は
２
０
２
７
年
４
月
か
ら
）

特
２
級＝

指
導
教
諭
・
主
幹
教
諭

（
４
月
か
ら
は
４
級
）

３
級＝
教
頭
・
副
校
長

（
４
月
か
ら
は
５
級
）

４
級＝

校
長

（
４
月
か
ら
は
６
級
）

２
【
号
給
】
主
に
勤
続
年
数
に
応
じ

た
昇
給
段
階
。
通
常
毎
年
１
月
に

４
号
給
ず
つ
昇
給

３
【
給
料
】
給
料
表
に
よ
り
支
給

教
育
職
給
料
表

（
１
）
高
等
学
校
教
諭

（
３
）
特
別
支
援
学
校
教
諭

（
４
）
小
・
中
学
校
教
諭

行
政
職
給
料
表＝

学
校
事
務
職
員

医
療
職
給
与
表

（
２
）
学
校
栄
養
職
員

４
【
加
算
額
】
３
級
（
教
頭
・
副
校

長
）
４
級
（
校
長
）
へ
の
加
算
。

３
級
１
万
１
５
０
０
円

４
級
（
特
支
）
３
８
０
０
円

４
級
（
小
中
）
４
０
０
０
円

５
【
給
料
の
調
整
額
】
特
別
支
援
学

校
、
特
別
支
援
学
級
を
担
当
す
る

教
職
員
に
支
給

６
【
教
職
調
整
額
】
２
０
２
６
年
１

月
か
ら
給
料
月
額×

５
％
に
改
定
。

以
後
毎
年
１
月
１
日
に
１
％
増
で

２
０
３
１
年
に
10
％
に
な
る
予
定
。

（
校
長･

副
校
長･

教
頭
を
除
く
）

７
【
地
域
手
当
】
現
在
３
％
。
４
月

１
日
よ
り
４
％

８
【
扶
養
手
当
】
年
収
１
３
０
万
円

以
下
の
配
偶
者
、
子
ど
も
等
を
扶

養
す
る
と
き

配
偶
者

月
額
３
５
０
０
円

子
ど
も

月
額
１
万
２
千
円

※
配
偶
者
は
２
０
２
６
年
ま
で

９
【
住
居
手
当
】
住
宅
を
借
り
月
額

１
万
６
千
円
を
超
え
て
負
担
し
て

い
る
教
職
員
に
支
給
。

10
【
管
理
職
手
当
】
管
理
・
監
督
者

に
、
そ
の
職
務
・
職
責
の
特
殊
性

に
対
し
て
支
給
。

11
【
通
勤
手
当
】
通
勤
方
法
・
距
離

で
計
算
。
通
勤
費
の
中
に
あ
る

「
非
課
税
分
」
が
引
か
れ
て
「
課

税
対
象
額
」
と
な
る
。
２
０
２
５

年
に
「
非
課
税
限
度
額
」
が
引
き

上
げ
。

12
【
時
間
外
手
当
】
事
務
職
員
・
栄

養
職
員
が
時
間
外
勤
務
を
命
じ
ら

れ
た
時
に
支
給
。

13
【
義
務
教
育
手
当
】
義
務
教
育
等

教
員
特
別
手
当
は
号
給
に
応
じ
て

全
員
に
支
給
。
26
年
１
月
か
ら
約

３
分
の
１
減
額
す
る
一
方
で
「
担

任
手
当
」
が
追
加
。

14
【
特
殊
勤
務
手
当
】
部
活
動
手
当
、

修
学
旅
行
引
率
手
当
、
主
任
手
当

な
ど
、
業
務
に
よ
り
金
額
が
変
わ

る
。

15
【
宿
日
直
手
当
】
城
南
中
学
校
の

寄
宿
舎
（
ひ
び
き
寮
）
舎
監
の
宿

日
直
勤
務
に
対
し
て
支
給
。
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給与明細をみてみよう 特集 この新聞はすべての教職員に配布しています全教北九州 検索
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「給与明細」をじっくり見たことありますか？
毎
月
支
給
さ
れ
て
い
る
給
与
の
内
容
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
知
っ
て
い
ま
す

か
？基

本
給
以
外
に
、
ど
の
よ
う
な
手
当
が
つ
き
、
ど
れ
く
ら
い
税
金
が
引
か
れ

て
い
る
の
か
意
識
し
て
い
な
い
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
２
０
２

６
年
１
月
か
ら
の｢

給
特
法｣

改
正
で
新
し
く
つ
い
た
手
当
や
、
削
減
さ
れ
た
手

当
も
あ
り
ま
す
。
給
与
明
細
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
じ
っ
く
り
見
て
み
て
み
ま

し
ょ
う
。
（
１
面=

支
給
項
目
、
２
面＝

控
除
項
目
と
注
記
）



16
【
退
職
等
年
金
給
付
】
年
金
制
度
の

変
更
に
よ
り
創
設

17
【
共
済

医
療
】
健
康
保
険
料

18
【
共
済

介
護
】
介
護
保
険
料

４
０
歳
か
ら
徴
収

19
【
共
済

厚
年
】
厚
生
年
金
掛
金

20
【
所
得
税
額
】
支
給
額
と
扶
養
の
人

数
で
変
動
。

21
【
住
民
税
】
県
民
税
・
市
民
税
。
前

年
の
所
得
を
基
に
毎
年
５
月
に
決
定
。

加
算
額
の
段
階
的
増
額
（
支
給
項
目
４
）

毎
年
３
８
０
０
円
か
ら
４
１
０
０
円

増
額
さ
れ
２
０
３
１
年
に
左
記
の
金
額

に▼
特
別
支
援
学
校

教
頭
・
副
校
長＝

３
０
７
０
０
円

校
長＝

２
３
０
０
０
円

▼
小
学
校
・
中
学
校

教
頭
・
副
校
長＝

３
１
７
０
０
円

校
長＝

２
４
２
０
０
円

健
康
保
険
料･

介
護
保
険
料･

厚
生
年

金
掛
金
の
決
定
（
控
除
項
目
17･

18･

19
、
協
会
け
ん
ぽ･

年
金
機
構
も
同
じ
）

４
月
か
ら
６
月
の
給
与
を
基
準
に
９

月
に
決
定
さ
れ
る
（
定
時
決
定
）
。
給

料
が
激
変
し
た
場
合
も
改
定
さ
れ
る

（
随
時
決
定
）
。

年
金
制
度
の
変
更
（
控
除
項
目
16
）

２
０
１
５
年
10
月
、
共
済
年
金
制
度

は
厚
生
年
金
に
一
本
化
。
こ
れ
に
伴
い

職
域
部
分
に
代
わ
り
、
２
０
１
５
年
10

月
以
降
、
３
階
部
分
の
掛
金
と
し
て
退

職
等
年
金
給
付
が
創
設
さ
れ
た
。

通
勤
手
当
非
課
税
限
度
額
の
引
上
げ

２
０
２
５
年
11
月
の
所
得
税
法
施
行

令
改
正
で
、
自
家
用
車
や
自
転
車
な
ど

交
通
用
具
を
使
用
す
る
人
の
通
勤
手
当

非
課
税
限
度
額
を
引
き
上
げ
。
適
用
は

同
年
４
月
１
日
の
た
め
、
遡
及
適
用
前

に
支
払
わ
れ
た
超
過
分
の
税
金
は
、
年

末
調
整
で
還
付
さ
れ
る
。

年
末
調
整
と
確
定
申
告

年
末
調
整
は
、
会
社
員
や
公
務
員
な

ど
給
与
を
も
ら
っ
て
い
る
人
が
、
そ
の

年
の
１
月
か
ら
12
月
の
所
得
税
を
勤
務

先
で
清
算
す
る
手
続
き
で
、
原
則
と
し

て
確
定
申
告
は
不
要
。

確
定
申
告
は
、
自
営
業
者
や
副
業
所

得
が
年
20
万
円
を
超
え
る
人
、
医
療
費

控
除
、
寄
付
金
控
除
（｢

赤
い
羽
根
募

金｣

や
ユ
ニ
セ
フ
な
ど
対
象
と
な
る
団

体
へ
の
寄
付
や
ふ
る
さ
と
納
税
）
な
ど

の
適
用
を
希
望
す
る
人
が
、
２
月
か
ら

３
月
15
日
ま
で
に
自
身
で
税
務
署
へ
所

得
と
税
額
を
申
告
し
納
税
ま
た
は
還
付

を
受
け
る
手
続
き
。
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小
倉
陸
軍
病
院
①

（
小
倉
南
区
）

１
８
９
９
年
４
月
、
小

倉
衛
戍
（
え
い
じ
ゅ
）
病

院
が
小
倉
城
内
か
ら
北
方

に
移
転
し
ま
し
た
。
６
月

に
陸
軍
軍
医
学
校
長
だ
っ

た
森
鴎
外
が
第
12
師
団
軍

医
部
長
と
し
て
小
倉
に
赴

任
し
ま
す
。

鴎
外
は
ド
イ
ツ
留
学
で

学
ん
だ
衛
生
学
に
基
づ
く

衛
生
管
理
と
軍
医
教
育
た

め
頻
繁
に
衛
戍
病
院
に
赴

き
ま
し
た
。
軍
医
と
し
て

の
鴎
外
の
仕
事
は
、
医
療

安
全
管
理
、
公
衆
衛
生
の

先
駆
的
な
取
り
組
み
を
含

む
も
の
で
し
た
。
陸
軍
病

院
を
母
体
と
す
る
国
立
病

院
機
構
小
倉
医
療
セ
ン
タ
ー

の
地
域
医
療
支
援
セ
ン
タ
ー

｢

鴎
（
か
も
め
）｣

は
鴎
外

の
名
に
因
ん
で
い
ま
す
。

日
露
戦
争
で
は
、
衛
戍

病
院
は
、
戦
地
に
派
遣
す

る
衛
生
兵
の
教
育
と
と
も

に
小
倉
予
備
病
院
を
砂
津

（
砂
津
本
院
）
に
開
設
し

ま
し
た
。
し
か
し
病
床
が

不
足
し
た
た
め
、
市
内
の

北
方･

篠
崎
の
ほ
か
下
関
、

福
岡
、
大
村
（
長
崎
）
に

分
院
、
西
戸
崎
（
福
岡
市

東
区
）
千
石
（
宮
若
市
）･

古
湯
（
佐
賀
市
）･

別
府
に

転
地
療
養
所
を
設
置
し
患

者
を
収
容
し
ま
し
た
。
別

府
は
戦
後
も
利
用
さ
れ
分

院
と
な
っ
て
い
ま
す
。

北
九
州
の
戦
争
遺
跡

自営業・会社員・公務員の年金のしくみ

・国民年金基金は個人が任意に加入する制度です。
・厚生年金基金、企業年金は事業者が任意に加入する制度です。
・個人型確定拠出年金（iDeCo）は誰でも加入することができます。会社員･公務員が加入し
た場合は年金の2階部分または3階部分に上乗せする形となります。
・全教共済の年金共済は、拠出型企業年金契約であり年金の3階部分に上乗せする形となりま
す。

午
前
は｢

長
時
間
労
働
解
消
の
た
め

の
請
願
署
名｣

議
員
要
請
意
思
統
一
集

会
。
各
地
の
活
動
は
、
参
加
者
を
大
変

勇
気
づ
け
る
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

午
後
か
ら
国
会
請
願
デ
モ
等
に
参
加
。

途
中
、
議
員
会
館
前
で
は
、
日
本
共
産

党
、
社
会
民
主
党
、
沖
縄
の
風
の
国
会

議
員･

議
員
秘
書
の
み
な
さ
ん
と
エ
ー

ル
の
交
換
を
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
国
会
行
動･
意
思
統
一
集

会
に
参
加
。
こ
の
集
会
で｢
最
低
賃
金

全
国
一
律
制
度
の
法
改
正
を
求
め
る
請

願
署
名
」
11
万
余
筆
、｢

労
働
基
準
法

の
規
制
強
化
し
、
長
時
間
根
絶
・
労
働

時
間
短
縮
を
求
め
る
請
願
署
名｣

１
万

９
千
余
筆
を
紹
介
議
員
の
白
川
よ
う
子

参
議
院
議
員
（
日
本
共
産
党
）
に
提
出

し
ま
し
た
。

最
後
に
12
月
か
ら
取
り
組
む｢

す
べ

て
の
教
職
員
の
処
遇
改
善
と
長
時
間
過

密
労
働
解
消
の
た
め
の
請
願
署
名｣

の

紹
介
議
員
要
請
行
動
に
参
加
。
当
日
の

応
諾
が
８
人
。
後
日
回
答
と
い
う
方
も

お
り
、
紹
介
議
員
は
も
う
少
し
増
え
そ

う
で
す
。

こ
の
署
名
は
第
４
次
集
約
（
４
日
）

で
２
万
８
６
９
筆
で
す
。
５
万
筆
の
目

標
を
め
ざ
し
て
、
引
き
続
き
長
時
間
労

働
解
消
の
た
め
の
請
願
署
名
に
と
り
く

ん
で
、
私
た
ち
の
声
を
国
会
に
届
け
ま

し
ょ
う
。
署
名
の
提
出
は
６
月
の
予
定

で
す
。

私
た
ち
の
切
実
な
声
を
国
会
へ
と
ど
け
る

全
労
連･

国
民
春
闘
共
闘

３
・
５
中
央
総
行
動
レ
ポ
ー
ト


